
 

 

 

付 議 第 １ 号 

 

 

県立中学校において使用する教科用図書の採択に関する議案 

 

 

 別紙のとおり、県立中学校において令和２年度に使用する教科用図書を採択

することについて、議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任等規則 （平成４年教育委員会規則第１号） 

 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に 

    委任する。 

  （13）県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択を行うこと。 



令和２年度使用県立中学校教科用図書の採択（案）について

別
紙
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令和２年度使用県立中学校教科用図書の採択基準

１ 基本方針

選定される教科用図書は、教育基本法に定める教育の目的、目標並びに学校教育法に定める学校の目的及び教育の目標に基づ

き、我が国の現状と伝統について正しい理解に導くとともに、政治や宗教に対し公正であり、自主性を培い、人間性豊かな生徒

の育成に役立つ内容であること。

２ 内容・構成等に関すること

（１）学習指導要領の総則に示された教育課程編成の一般方針や各教科の目標・内容等を適切に反映するように、十分な配慮がな

されていること。

（２）内容や表現等にかたよりがなく全体として調和がとれ、質・量両面の充実がなされていること。

（３）生徒が意欲的に学習に取り組むための配慮・工夫がなされていること。

（４）内容、表現、分量、配列などが生徒の心身の発達段階に適応していること。

３ 本県の教育の理念や課題に関すること

（１）「学ぶ意欲にあふれ、心豊かでたくましく夢に向かって羽ばたく子どもたち」の育成、「郷土への愛着と誇りを持ち、高い志

を掲げ、日本や高知の未来を切り拓く人材」の育成という本県の教育理念に照らして適したものであること。

（２）「全国学力・学習状況調査」及び「高知県学力定着状況調査」などの調査結果等から本県の課題として明らかとなっている

基礎的・基本的な知識・技能を活用して思考・判断・表現する力を高めていくためにふさわしいものであること。

２
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県立中学校教科用図書の採択について

１ 県立中学校における教科書採択の権限

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育委員会の職務権限）

第２１条 教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務

で，次に掲げるものを管理し，及び執行する。

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

２ 選定審議会の役割

○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋）

（教科用図書の採択）

第１３条

２ 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採

択は，あらかじめ選定審議会の意見をきいて，種目ごとに一種の

教科用図書について行なうものとする。

３ 併設型中高一貫校における教科書採択の特例

○ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋）

（教科用図書の採択）

第１３条

３ 公立の中学校で学校教育法第７１条の規定により高等学校にお

ける教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前

期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委

員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、

学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとす

る。

参考資料１



高知県立中学校教科用図書の採択の仕組み

 
高知県教科用図書 

選定審議会 
４月・６月 

諮問 

答申 

各県立中学校 
設置（任命）      報告 

 
 

□2  □4  

教科用図書調査委員会 
調査 □3  

６～７月 ７月 

□5  
報
告 

８月 

高知県教育委員会 
採択 

８／３１までに 
□6  

教
科
書
見
本
送
付 

□1  
選
定
資
料
送
付 

教
科
書
目
録
送
付 

５月 ６月 ５月 

26 27 28 29 30 31 32
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

小学校 ○ ○
（現行学指）

○
（新学指）

中学校 ○ ○
（現行学指）

○
（新学指）

小学校「特別の
教科 道徳」

○ ○

中学校「特別の
教科 道徳」

○ ○

外国語科
（小学校）

○

　　　　　年度（西暦）

学校種別等　

教
科

書

一

般
図

書

特別支援学校・
特別支援学級

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教科書及び学校教育法附則第９条の規定による一般図書採択の周期

参考資料2
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

昭和三十九年二月三日政令第十四号 （抜粋）

最終改正：平成二八年一一月二四日政令第三五三号

（教科用図書選定審議会の設置期間）

第七条 教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）を置く期間は、四月一日か

ら八月三十一日までとする。

（選定審議会の所掌事務）

第八条 選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議

し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。

一 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務

教育諸学校を除く。）の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の

教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援

助に関する重要事項

二 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事

項

（選定審議会の委員）

第九条 選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命す

る。この場合において、第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定

数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。

一 義務教育諸学校の校長及び教員

二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を

有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事

その他学校教育に専門的知識を有する職員

三 教育に関し学識経験を有する者

２ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることがで

きない。

（教育委員会規則への委任）

第十条 前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道

府県の教育委員会規則で定める。

（採択の時期）

第十四条 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用

する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。

２ 九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに

教科用図書の採択を行わなければならない。

（同一教科用図書を採択する期間）

第十五条 法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（以下こ

の条において「採択期間」という。）は、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六

号）附則第九条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。

参考資料３

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%94%aa%96%40%88%ea%94%aa%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%6c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8b%e3%8f%f0&ANCHOR_F=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#5000000000000000000000000000000000000000
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２ 採択期間内において採択した教科用図書（以下この条において「既採択教科用図書」

という。）の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合

には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。

３ 前項に規定する場合（教育課程の基準の変更に伴い既採択教科用図書の発行が行わ

れないこととなつた場合を除く。）において、新たに採択する教科用図書についての

採択期間は、第一項の規定にかかわらず、既採択教科用図書についての採択期間から

文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。



22

県立中学校 学校経営方針等

【県立安芸中学校】

学校経営方針

（教育方針）

「真理と正義を愛する」「勤労と責任を重んずる」「自他の敬愛と協力を尊ぶ」

「知性と情操を高め、心身の健康を増進する」

（教育目標）

①学習活動の充実 ②規律ある生活の実現 ③環境美化の推進 ④人権教育の推進

⑤安全教育の徹底 ⑥読書活動の推進

中期学校経営基本方針（H29～H31 年度）

自らの未来を切り開くために必要な力を身に付ける生徒

・基礎的、基本的な知識と技能を身に付けた生徒

・自己を知り、社会の一員としての役割が理解できる生徒

・自己と他者の個性を尊重し、人間関係を円滑に進めることができる生徒

・様々な進路に関する情報を集め、自分の将来に結び付けようとする生徒

教科書選定の視点

・興味・関心をもって主体的に学習に取り組み、基礎学習の定着を図ることができる。

・問題解決型の学習が展開でき、思考力・判断力・表現力の育成ができる。

・習熟度に応じた授業が展開できるよう、基礎から発展的な内容が充実している。

・学習の意義や有用性が実感でき、キャリア教育の推進につながる。

・実生活との関連を図りながら、防災意識を高めることができる。

・生徒の学習意欲を喚起させ、家庭学習の充実につながる。

参考資料４
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【県立高知南中学校】

学校経営方針

（教育方針） ―たくましく生きる人間の育成―

・確かな学力と豊かな人間性を育み、進路を保障する。

・伝統と文化を育み、地域社会から信頼される学校風土をつくる。

（教育目標） ―知・徳・体の調和のとれた発達と集団形成力の育成―

１ 自学の力を身に付け、生涯にわたって学びに向かう姿勢を養う。

２ 美と配慮の精神を尊重し、人としての価値観に根ざした豊かな心を養う。

３ 心身の健康を重視し、根気強く自己実現を目指す力を養う。

４ 団結と奉仕の心を大切にし、集団の一員として社会に貢献できる態度を養う。

中期学校経営基本方針（H29～H31 年度）

１ キャリア教育の実践

本校の培ってきたキャリア教育の実践力を高校と連携しグレードアップする。

２ グローバル教育の推進

英語教育実践と探究型学習を二本柱として、今後必要とされるグローバル人材の育成、能動

的な学修スタイルの開発（協調学習、タブレット端末等）の活用に取り組み、グローバル教育

のリーダー校となる。

３ 心と体の成長を支える学校づくり

明るくさわやかな南中高を目指して、生徒が主体となる学校行事を充実させる。また、部活

動の加入率を向上させるとともに、部活動を通じて生徒の自主性や個性を伸長させるなど、生

徒の人間形成を支援する。

４ 地域社会との信頼関係の強化

開かれた学校づくりの推進により、保護者や地域住民に信頼される学校となる。また、南海

トラフ巨大地震を見据えた防災教育を充実させ、生徒の安全・安心を確保するとともに、地域

住民との連携を一層図る。

教科書選定の視点

・多様な世界的な視点が示されており、グローバル教育が推進できる。

・主体的に学べる身近な社会の事象が取り上げられており、社会とつながる意欲の育成ができる。

・主体的に判断し行動しようとする態度の育成ができる。

・討議の場面や調査学習が仕組まれており、コミュニケーション能力の育成ができる。

・学習の積み重ねが重視されており、基礎学力の定着を図ることができる。

・興味深い価値ある課題が設定されており、課題解決型の学習や探究的な学習が展開できる。
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【県立中村中学校】

学校経営方針

地域からの熱い思いに応え、高い志を持ち、中高一貫の６年間を熱く語れる魅力ある生徒を育

てる。

（目指す学校像）

○すべての生徒が安全に安心して学び、活動できる学校

○すべての生徒が自分の居場所を見つけ、役割お感じられる学校

○生徒、保護者、地域、教職員がつながる学校

○学力の３要素を授業や活動の中で実践できる学校

○高い志を持ち、熱く「語れる」生徒が育つ学校

○故郷を愛し、故郷の未来を担う若者が育つ学校

○教職員がワークライフバランスを実感し、仕事に充実感を得られる学校

（目指す生徒像）

①学ぶ意欲と挑戦する気持ちを持ち、自分を高められる生徒

②学ぶ力を持ち、答えのない問いにも挑戦できる生徒

③自分のこと、地域のこと、自分と地域の将来のことを語れる生徒

④故郷や自然、仲間を大切にし、つながる意識を持つ生徒

中期学校経営基本方針（H29～H31 年度）

○ 学ぶ

・各教科の基礎的基本的な知識・技能及びそれらを活用するために必要な思考力・判断力・表

現力等を養う。

・学習に対する意欲を持ち、授業に主体的に取り組むことができるようにする。

・学習習慣が身に付き、将来の目標達成のために計画的・継続的に努力できるようにする。

（学びのポートフォリオの活用）

・分かりやすく、学習意欲を喚起する授業づくりに努める。

○ 自立する

・基本的生活習慣や規範意識を身に付けさせる。

・目標を持って学校生活を送ることができるようにする。

・１０年後、２０年後の自分について夢を語ることができるようにする。

・生徒の自尊感情を育み、心豊かな人間性を養う。

○ つながる

・自分や友人を大切にし、学級が安心できる居場所になるようにする。

・集団の中で自分の果たす役割を自覚し、「ともにある」意識がもてるようにする。

教科書選定の視点

・知識・技能の定着とそれらを活用するために必要な思考力・判断力・創造力を養うことができ

る。

・生徒の学習意欲を喚起させ、授業に主体的・協働的に取り組むことができる。

・家庭学習習慣の確立につなげることができる。

・何を学ぶのかが分かやすい構成になっており、生徒が目標をもって学習に取り組むことができ

る。

・読書への興味・関心を高め、生涯にわたる読書習慣を身に付けることができる。
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【県立高知国際中学校】

学校経営方針

（教育方針）地域や国際社会の発展に貢献できるグローバル人材の育成

＊国際バカロレア（以下 IB と記す）の導入を検討しており、令和元年

１０月に IBMYP（中１から高１対象のプログラム）の認定校申請を行う。

（教育目標）グローバル社会で求められる高い志と、資質・能力を育む

１ 自ら学び、考える力を身に付け、生涯にわたって学び続ける態度を養う。

２ 多様な価値観を尊ぶ精神を持ち、他者と共に生きる態度を養う。

３ 豊かな創造性を持ち、未来を切り拓く、自主・自律の精神を養う。

中期学校経営基本方針（H29～H31 年度）

学校の核となる授業を、世界基準のこのプログラムの指導計画から評価、振り返りまで誠実に

実践することで目標の実現を目ざす。主に次の３つの取組に重点をおく。

１ 英語教育の充実

外国の人々とコミュニケーションを図りながら協働できる英語運用能力を育成する。

（英語を母語とする教員による少人数の授業や習熟度別授業など）

２ 探究型学習の推進

自ら課題を見出し、そのことについて主体的・協働的に課題解決を図るとともに、新し

い価値を創造する。

（各教科での主体的・対話的で深い学びによる探究型学習、PC 等の日常的な使用、研究レポ

ート作成など）

３ キャリア教育の推進

志を持って、自らの将来を切り拓いていく力を育成する。

（総合的な学習の時間等で多くの本物と出会い、自身の興味関心を深め、究める活動など）

教科書選定の視点

～IB 教育プログラムの特徴をふまえて～

・全教科において IB の評価規準を用いて評価を行う。そのため、それにふさわしい「評価課題」

（評価のために与える課題）を単元ごとに設定することが厳格に求められている。その評価課

題に向け、授業の中で、生徒自身が評価者となれるレベルまで学びを重ねていく。したがって、

教科書の題材や課題が IB の学びを補助できるようなものであることが重要である。

・概念的な思考を促す仕組みがある（問いの立て方や例の挙げ方など）

・時間、場所、空間を超えた学びができるような題材で構成されている。

・正解がひとつではないような問いや討議や探究の場面等を設定しやすい仕組みがある。

・スパイラルな学習が重視されており、基礎学力の定着を図ることができる。



安芸 高知南 中村 国際 安芸 高知南 中村 国際

2 東書 新編　新しい国語 ○ ○

11 学図 中学校国語 ○ ○

15 三省堂 現代の国語

17 教出 伝え合う言葉　中学国語 ○ ○

38 光村 国語 ○ ○

2 東書 新編　新しい書写

11 学図 中学校　書写

15 三省堂 現代の書写 ○ ○ ○ ○

17 教出 中学書写 ○ ○ ○ ○

38 光村 中学書写

2 東書 新編　新しい社会　地理

17 教出 中学社会　地理　地域にまなぶ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 帝国
社会科　中学生の地理　世界の姿と日
本の国土 ○ ○

116 日文 中学社会　地理的分野

2 東書 新編　新しい社会　歴史

17 教出 中学社会　歴史　未来をひらく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 清水 中学　歴史　日本の歴史と世界

46 帝国
社会科　中学生の歴史  日本の歩みと
世界の動き

116 日文 中学社会　歴史的分野

225 自由社 新版　新しい歴史教科書

227 育鵬社 ［新編］　新しい日本の歴史

229 学び舎 ともに学ぶ人間の歴史

2 東書 新編　新しい社会　公民

17 教出 中学社会　公民　ともに生きる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 清水 中学　公民　日本の社会と世界

46 帝国
社会科　中学生の公民  より良い社会
をめざして

116 日文 中学社会　公民的分野

225 自由社 新しい公民教科書

227 育鵬社 [新編]新しいみんなの公民

2 東書 新編　新しい社会　地図

46 帝国 中学校社会科地図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事務局案採択教科書 現採択教科書

令和２年度使用教科用図書採択（案）一覧表【国語、社会】

教科 種目 番号 発行者 書名

国
語

書
写

地
理
的
分
野

地
図

国
語

社
会

歴
史
的
分
野

公
民
的
分
野

参考資料５
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安芸 高知南 中村 国際 安芸 高知南 中村 国際

2 東書 新編　新しい数学 ○ ○

4 大日本 新版　数学の世界

11 学図 中学校数学 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 教出 中学数学

61 啓林館 未来へひろがる数学

104 数研 中学校数学

116 日文 中学数学

2 東書 新編　新しい科学 ○ ○

4 大日本 新版　理科の世界 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 学図 中学校科学

17 教出 自然の探究　中学校理科

61 啓林館
未来へひろがるサイエンス　未来へひろがる
サイエンス　マイノート

17 教出 中学音楽　音楽のおくりもの

27 教芸 中学生の音楽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 教出 中学器楽　音楽のおくりもの

27 教芸 中学生の器楽 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 開隆堂 美術 ○ ○ ○ ○

38 光村 美術 ○ ○ ○ ○

116 日文 美術　出会いと広がり　美術　学びの深まり　美術　美の探求

2 東書 新編　新しい保健体育

4 大日本 新版　中学校保健体育

50 大修館 保健体育 ○ ○ ○ ○

224 学研 新・中学保健体育 ○ ○ ○ ○

2 東書
新編　新しい技術・家庭　技術分野　未
来を創るTechnology ○ ○ ○ ○

6 教図 新技術・家庭　技術分野

9 開隆堂 技術・家庭　（技術分野） ○ ○ ○ ○

2 東書
新編　新しい技術・家庭　家庭分野　自
立と共生を目指して ○ ○

6 教図 新技術・家庭　家庭分野 ○ ○

9 開隆堂 技術・家庭　（家庭分野） ○ ○ ○ ○

2 東書 NEW HORIZON　English Course

9 開隆堂 SUNSHINE　ENGLISH COURSE

11 学図 TOTAL ENGLISH　 ○ ○

15 三省堂 NEW CROWN　ENGLISH SERIES ○ ○

17 教出 ONE WORLD　English Course ○ ○

38 光村 COLUMBUS 21　ENGLISH COURSE ○ ○

事務局案採択教科書 現採択教科書

令和２年度使用教科用図書採択（案）一覧表
【数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、英語】

教科 種目 番号 発行者 書名

理
科

理
科

音
楽

一
般

器
楽
合
奏

美
術

美
術

保
健
体
育

保
健
体
育

技
術
・
家
庭

技
術
分
野

家
庭
分
野

外
国
語

英
語

数
学

数
学
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